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私
学
を
取
り
巻
く
環
境
の
大
転
換
期
を
迎
え
て

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

理
事
長
　
福ふ

く

原は
ら

　
紀た

だ

彦ひ
こ

年年

頭頭

所所

感感

　

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
学
関
係
の
皆
々
様
の
日
頃
の
ご
尽
力
と
私
学
事
業
団
へ
の

ご
協
力
に
敬
意
と
感
謝
を
表
し
、
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
は
、
年
初
か
ら
の
地
震
に
加
え

て
、
気
候
変
動
に
伴
う
異
常
気
温
・
台
風
・
豪
雨
・
洪
水
に
よ

る
災
害
が
頻
発
し
ま
し
た
。
尊
い
命
を
失
わ
れ
た
方
々
に
哀
悼

の
意
を
表
し
、
今
な
お
困
難
な
状
況
に
遭
遇
さ
れ
て
お
ら
れ
る

方
々
に
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
、
復
旧
と
復
興
を
お
祈

り
致
し
ま
す
。
ま
た
、
国
際
的
緊
張
の
高
ま
り
、
為
替
変
動
や

物
価
高
騰
に
よ
る
経
済
生
活
環
境
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
生
活
を

脅
か
さ
れ
る
状
況
が
続
き
、
困
難
な
事
情
に
遭
遇
さ
れ
て
お
ら

れ
る
方
々
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
、
安
全
と
安
心

な
日
々
の
到
来
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
、
わ
が
国
で
は
、
少
子
高
齢
化
が
急
激
に
進
行
す
る
中

で
、
私
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
４
月
の
改
正
私
立
学
校
法
の
施
行
は
、
そ
の
エ

ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
で
す
。
こ
れ
は
、
転
換
期
の
改
革
を
推
進

す
る
た
め
に
学
校
法
人
組
織
を
強
靱
化
す
る
も
の
で
す
か
ら
、

決
し
て
、
法
令
等
の
遵
守
の
た
め
の
ペ
ー
パ
ー
ワ
ー
ク
に
終
わ

ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
改
正
の
趣
旨
を
実
質
的
に
具
現
化
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で
、
中
央
教
育
審

議
会
の
答
申
や
各
種
検
討
会
議
で
示
さ
れ
る
改
革
を
迅
速
に
遂

行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
、
私

学
の
価
値
と
役
割
を
再
認
識
し
つ
つ
将
来
に
向
け
て
再
構
築
す

る
た
め
に
、
①
私
学
経
営
の
制
度
基
盤
の
改
善
・
強
化
、
②
私

学
経
営
の
財
政
基
盤
の
改
善
・
強
化
、
③
私
学
の
再
編
・
統�

合
・
連
携
の
推
進
を
軸
に
、
諸
々
の
改
革
の
遂
行
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

本
事
業
団
で
は
、
私
学
を
取
り
巻
く
環
境
の
一
大
転
換
期
に

お
い
て
も
、助
成
業
務
と
共
済
業
務
の
着
実
な
執
行
を
通
し
て
、

私
学
の
振
興
を
は
か
り
、
私
学
関
係
者
の
皆
様
に
安
心
を
も
た

ら
す
使
命
を
全
う
し
つ
つ
、
社
会
的
責
務
を
果
た
し
て
参
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

助
成
業
務
に
お
い
て
は
、
①
補
助
事
業
で
は
、
私
立
大
学
等

の
運
営
に
必
要
な
経
常
費
補
助
金
を
確
保
し
、
建
学
の
精
神
及

び
私
学
の
特
色
を
活
か
し
た
効
果
的
で
質
の
高
い
教
育
研
究
に

取
り
組
む
私
立
大
学
等
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

②
貸
付
事
業
で
は
、
私
立
学
校
の
教
育
研
究
活
動
の
基
盤
と

な
る
施
設
・
設
備
等
の
整
備
や
経
営
に
必
要
な
資
金
に
対
し
、

長
期
・
低
利
・
固
定
金
利
で
融
資
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

③
経
営
支
援
・
情
報
提
供
事
業
で
は
、
学
校
法
人
の
経
営
状

況
の
分
析
や
課
題
の
把
握
、
経
営
改
革
等
に
対
す
る
助
言
等
を

行
う
経
営
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
立
学
校
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に

収
集
蓄
積
し
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、刊
行
物
等
で
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
今
年
度
中
に
は
、
大
学
等
を
設
置
す
る
学
校
法
人

の
経
営
者
が
、
自
法
人
の
経
営
状
況
を
ｗ
ｅ
ｂ
上
で
早
期
に
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
私
学
経
営
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
」
を
提

供
す
る
予
定
で
す
。

　

④
寄
付
金
事
業
で
は
、
受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
を
通
じ
、

私
立
学
校
の
募
金
活
動
を
税
制
優
遇
の
面
で
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
未
来
を
つ
く
る
学
術
研
究
と
研
究
者
育
成
を
支
援
す

る
た
め
、
社
会
一
般
か
ら
の
寄
付
金
や
基
金
の
運
用
益
を
原
資

と
し
た
学
術
研
究
振
興
資
金
、
若
手
・
女
性
研
究
者
奨
励
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

⑤
減
免
資
金
交
付
事
業
で
は
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支

援
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
４
月
か
ら
私
立
大

学
等
が
学
生
等
に
対
し
て
行
う
授
業
料
等
の
減
免
費
用
に
要
し

た
資
金
を
大
学
等
に
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

共
済
業
務
に
お
い
て
は
、
６
年
12
月
１
日
を
も
っ
て
加
入
者

証
・
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
交
付
を
廃
止
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
移
行
し
ま
し
た
。
本
事
業
団
は
医
療

保
険
者
と
し
て
引
き
続
き
、
加
入
者
等
が
切
れ
目
な
く
保
険
診

療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
等
給
付
事
業
で
は
、
年
金
積
立
金
を
管
理
運
用

す
る
こ
と
に
よ
り
私
学
関
係
者
の
た
め
に
高
齢
化
社
会
へ
の
備

え
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
昨
年
に
は
、
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
と

し
て
、
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
に
署
名
し
、
ア
セ
ッ
ト
オ

ー
ナ
ー
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
（
Ａ
Ｏ
Ｐ
）
の
受
け
入
れ
を
表
明
し

ま
し
た
。
今
後
、
資
産
運
用
立
国
を
標
榜
し
て
活
力
あ
る
日
本

経
済
の
再
生
に
向
け
た
目
標
を
共
有
し
、
資
産
運
用
に
お
け
る

社
会
的
責
務
を
も
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
学
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
年
金
運
用

の
環
境
も
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
運
用
状
況
に
つ

い
て
は
専
門
的
な
知
見
か
ら
客
観
的
な
評
価
と
助
言
を
得
な
が

ら
、
本
事
業
団
と
し
て
の
説
明
責
任
を
果
た
し
て
参
り
ま
す
。

　

わ
が
国
の
経
済
社
会
と
私
立
学
校
運
営
の
複
雑
さ
と
厳
し
さ

が
一
段
と
増
す
中
で
、
本
事
業
団
は
、
新
た
な
中
期
目
標
と
計

画
の
下
に
、
私
立
学
校
の
振
興
と
、
加
入
者
及
び
被
扶
養
者
の

福
利
厚
生
の
向
上
の
た
め
に
、
役
職
員
一
同
、
い
っ
そ
う
の
努

力
を
重
ね
て
参
り
ま
す
。
皆
様
に
は
、
本
年
も
、
本
事
業
団
の

業
務
に
ご
指
導
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������
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助
成
業
務

助
成
業
務

◆
開
園
ま
で
の
経
過

　

学
校
法
人
四
徳
学
園
は
、
人
を
慈
し
む
豊

か
な
人
間
性
と
医
療
に
関
す
る
高
い
知
識
や

技
能
を
備
え
、
人
類
愛
に
基
づ
き
世
界
に
広

め
、社
会
に
貢
献
す
る
「
徳と

く

風ふ
う

四し

海か
い

に
洽あ

ま
ね

く
」

を
礎
と
し
た
教
育
理
念
に
基
づ
き
人
材
養
成

を
目
的
と
し
て
、
平
成
13
年
に
「
長
野
医
療

技
術
専
門
学
校
」
を
開
校
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
、大
学
院
を
備
え
た
４
年
制
の「
長

野
保
健
医
療
大
学
」
に
発
展
さ
せ
、
併
せ
て

大
学
付
属
の
整
形
外
科
リ
ハ
ビ
リ
ク
リ
ニ
ッ

ク
と
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
「
川
中
島

こ
ど
も
園
」
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

川
中
島
こ
ど
も
園
は
令
和
５
年
４
月
に
保

育
所
か
ら
移
行
し
開
園
し
ま
し
た
が
、
前
身

は
、
長
野
市
立
の
川
中
島
保
育
園
で
し
た
。

当
時
、
長
野
市
で
は
一
部
の
公
立
保
育
所
の

統
廃
合
及
び
民
営
化
を
進
め
て
お
り
、
川
中

島
保
育
園
も
対
象
園
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
当
学
園
は
子
育
て
の
社
会
的

重
大
性
を
認
識
し
、
質
の
高
い
乳
幼
児
保
育

の
提
供
と
地
域
の
子
育
て
支
援
拠
点
を
目
指

し
、民
間
移
行
先
と
し
て
市
と
協
議
を
重
ね
、

平
成
28
年
か
ら
運
営
に
携
わ
り
、
平
成
31
年

に
民
間
保
育
園
運
営
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
ど
も
園
移
行
に
併
せ
、
老
朽
化

ら
優
し
く
接
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
、
年
下

の
園
児
に
同
じ
よ
う
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
ま
す
。

　

年
上
の
園
児
は
、
教
え
た
り
世
話
を
す
る

こ
と
で
年
上
で
あ
る
自
覚
が
芽
生
え
、
自
信

に
も
繋
が
り
園
児
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
も
高
ま
り
ま
す
。

　

保
育
教
諭
が
複
数
の
遊
び
場
と
遊
具
を
用

意
し
、園
児
た
ち
が
自
由
に
遊
び
場
を
選
び
、

遊
具
を
工
夫
し
楽
し
む
「
コ
ー
ナ
ー
遊
び
」

を
行
い
ま
し
た
。

　

は
じ
め
は
、
遊
具
の
使
い
方
が
わ
か
ら
ず

既
成
の
お
も
ち
ゃ
に
集
ま
っ
た
園
児
た
ち
で

し
た
が
、
年
長
児
が
中
心
と
な
り
保
育
教
諭

が
制
作
し
た
遊
具
の
使
い
方
や
遊
び
の
独
自

ル
ー
ル
を
作
る
な
ど
、
遊
び
を
創
造
す
る
園

児
た
ち
で
し
た
。

　

年
齢
の
異
な
る
園
児
た
ち
は
、
個
々
の
運

動
能
力
や
理
解
力
・
判
断
力
も
異
な
り
ま
す
。

保
育
教
諭
に
は
、
園
児
の
成
長
に
伴
っ
た
教

育
・
保
育
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
１
ク
ラ
ス
約

25
人
の
園
児
に
対
し
、
保
育
教
諭
２
人
で
担

任
し
、安
全
面
に
細
心
の
注
意
を
払
う
な
ど
、

保
育
教
諭
に
対
す
る
負
担
は
大
き
い
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
異
な
る
年
齢
の
園
児
た
ち
が

同
じ
空
間
で
交
流
し
、
自
身
の
「
主
体
性
」

や
「
協
調
性
」
を
育
ま
せ
る
大
き
な
期
待
が

あ
り
ま
す
。

◆
子
育
て
支
援

　

こ
ど
も
園
の
使
命
の
一
つ
と
し
て
、
子
育

て
支
援
が
あ
り
ま
す
。

　

当
園
で
は
、
毎
週
火
曜
日
の
午
前
中
約
２

学
校
法
人
四
徳
学
園
　
川
中
島
こ
ど
も
園
　
園
長
　
岩
倉
　
宏
明

連 載 � 　
魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

「
主
体
性
」
と
「
協
調
性
」
を
育
む
異
年
齢
で
教
育
・
保
育

し
た
木
造
１
階
建
て
か
ら
鉄
骨
２
階
建
て
園

舎
に
改
築
も
進
め
、
教
育
利
用
定
員
15
人
、

保
育
利
用
定
員
90
人
、
定
員
合
計
１
０
５
人

で
教
育
・
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
異
年
齢
で
教
育
・
保
育

　

当
こ
ど
も
園
は
、
保
育
園
当
時
か
ら
異
年

齢
で
教
育
・
保
育
（
縦
割
り
保
育
）
を
実
施

し
て
お
り
、
３
歳
か
ら
５
歳
の
年
齢
が
異
な

る
園
児
で
ク
ラ
ス
を
編
成
し
て
い
ま
す
。

　

年
下
の
園
児
は
年
上
の
園
児
を
見
て
、
積

極
的
に
ま
ね
を
し
、
ま
た
、
年
上
の
園
児
か

時
間
、
園
開
放
と
し
て
未
就
園
親
子
の
受
け

入
れ
を
行
い
、
在
園
児
と
の
ふ
れ
あ
い
や
子

育
て
に
関
す
る
相
談
等
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
野
保
健
医
療
大
学
教
員
に
よ
る

相
談
や
情
報
交
換
の
機
会
を
設
定
す
る
な
ど

連
携
を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
地
域
の

児
童
福
祉
関
連
機
関
へ
子
育
て
に
関
す
る
情

報
提
供
な
ど
地
域
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
選
ば
れ
る
園
と
し
て

　

女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
未
就
園
児
を
持

つ
家
庭
の
多
く
は
、
定
期
的
な
保
育
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
を
希
望
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
我
が
国
の
人
口
減
少
対
策
は
、
国

も
地
方
自
治
体
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

合
計
特
殊
出
生
率
な
ど
の
改
善
は
見
込
め
ず
、

人
口
減
少
の
傾
向
は
続
く
状
況
で
す
。

　

今
後
は
、
保
育
施
設
の
供
給
数
を
下
回
る

こ
ど
も
の
数
も
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
こ
ど
も

を
持
つ
保
護
者
か
ら
選
択
さ
れ
る
園
づ
く
り

が
一
層
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
保
育
教
諭
の
資
質
を
さ
ら
に

高
め
、
異
年
齢
で
教
育
・
保
育
の
認
知
を
進

め
る
と
と
も
に
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
抱
え
る

保
護
者
・
地
域
の
子
育
て
支
援
に
的
確
に
対

応
し
、
子
育
て
が
喜
び
と
な
り
、
す
べ
て
の

こ
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
で
き
る
教
育
・
保

育
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

年少・年中・年長で仲良しグループを作り、一緒に活動。
年長の優しさを受け継ぐ年下の園児たち。

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

　

岩
倉　

宏
明
（
い
わ
く
ら　

ひ
ろ
あ
き
）

令
和
２
年
４
月　

川
中
島
保
育
園
園
長
就
任

元
長
野
市
消
防
局
長
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各大学、学部・研究科単位のページでは、大学選びに参考となる情報を掲載しています。

リーフレットの配付をご検討の際には、送付も可能

です。問い合わせ先までご連絡ください。

詳しい検索方法や活用方法については、Web サイト「大学ポートレート（私学版）」（https://up-j.shigaku.go.jp/）をご覧ください。

PC でご覧になる場合には、サイトトップ画面の「サイトの利用方法」（https://www.shigaku.go.jp/p_usage_about.htm）をご確認ください。

進路・就職情報
就職支援、就職先、国家資格
受験資格などを紹介しています学生生活支援

学費負担などの経済的支援、
課外活動などを紹介しています

学生情報
入学者数、在籍者数、外国人
留学生数などを紹介しています様々な取組

留学支援、研究活動、社会貢献
活動などを紹介しています

教員情報
教員組織、教員数、外国人教員
数を紹介しています 基本情報

所在地、学部一覧、キャンパス
施設などを紹介しています

本学の特色
「建学の精神」と大学の強みを
特色として紹介しています 本学での学び

カリキュラム内容、学びの支援、
学修評価などを紹介しています

進路選択支援ツールとしてご活用くださいリーフレットのご案内

https://up-j.shigaku.go.jp/

検索大学ポートレート（私学版）

更に学部ページで上記と同じ切り口の情報などを掲載。
大学や学部を深く知ることができます。

＋
学費・経済的支援
（学部ページに掲載）

学費負担の軽減や奨学金、
授業料等の減免などを紹介しています

①高校生・保護者向け

https://www.shigaku.go.jp/
files/p_seito.pdf

②進路指導のご担当者向け

https://www.shigaku.go.jp/
files/p_shidou.pdf

問い合わせ先（私学振興事業本部）
私学経営情報センター　私学情報室

☎03（3230）7852・7853

Eメール	 portrait@shigaku.go.jp

実際に利用した

高校生の声

大学によって学生への
支援の度合いがかなり
異なることに驚いた

学生支援の内容や大学の特徴が
わかりやすく、今までは大学の
ホームページでしか見たことがなかった
ので、これまで自分が得られなかった
情報を得ることができて心強かった

どの大学も情報が
同じ配置で表示されていて
大学を比較しやすかった
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　日本全国には私立の大学・短期大学等が 900 校以上あります。「大学ポートレート（私学版）」では、
入学者の受け入れ方針、学生数、学費、所在地などの基本情報のほか、各大学等の特色や魅力などがわ
かる教育情報を「キャリア教育」や「就職支援」、「学費負担の軽減」など 59 種類の「取り組み」に分
類して掲載しています。
　偏差値や知名度に頼らない大学選びができますので、キャリア教育や進路選択支援のツールとして、
ぜひご活用ください。

生徒に寄り添う進路指導

生徒の興味のある分野やなりたい職業など、多様なキーワードから検索できる機能があり、
偏差値ではない視点から進路先を検討し、生徒に寄り添う進路指導に役立ちます。

特色ある学びと取り組みがわかる

カリキュラムや教育方法など特色ある学びや、就職支援や留学支援など魅力ある取り組みを
掲載しています。各学校の魅力や特色を理解しながら、進路の検討をすることが可能です。

ミスマッチをなくす進路先選び

生徒が自分の興味関心に加え、各学校の特色ある学びと取り組みを理解することにより、
具体的な志望理由につながり、納得感のある進路先選びができます。

低学年からのキャリア教育

進路が不明確な低学年の生徒に対しても、多様なキーワードから検索ができるため、
生徒が主体的にじっくりと将来のキャリアについて検討することができます。

学びに専念できる環境選び

奨学金をはじめ、特待生制度や学生寮の有無など、学生生活のサポートについても調べることが
でき、学業に専念できる環境選びにも役立ちます。

特長１
参加する大学・
短期大学等が
自ら入力した
信頼できる情報

特長３
興味のあるキーワード
や学問領域、取得可能
な資格などの
目的別検索が可能

特長２
私立大学・短期大学等
の参加率95％以上

▼私学事業団Webサイト

大学ポートレート（私学版）のご案内

大学ポートレート（私学版）　活用のメリット

大学ポートレート（私学版）　三つの特長

偏差値や知名度に頼らない

新しい大学選び
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令
和
６
年
度　
私
学
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
　
私
学
情
報
室

　

私
立
大
学
等
の
経
営
に
関
す
る
課
題
が
複

雑
化
す
る
中
、
教
育
研
究
の
質
の
向
上
や
経

営
基
盤
の
強
化
を
図
る
う
え
で
、
職
員
が
果

た
す
役
割
の
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
将
来
の
学
校
経
営
を

担
う
若
手
職
員
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、「
私

学
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
本
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
大
学
等
の
現
状
や

学
校
法
人
会
計
基
準
、
財
務
分
析
に
つ
い
て

の
解
説
、
実
践
的
な
知
識
の
修
得
と
柔
軟
な

思
考
力
を
養
成
す
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
大
阪
会
場
、
仙
台
会
場
合
わ
せ

て
48
法
人
48
名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し

た
。

【
セ
ミ
ナ
ー
の
特
長
】

①
４
人
１
組
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
中
心

②
課
題
に
取
り
組
み
、グ
ル
ー
プ
発
表
を
行
う

③
同
世
代
の
職
員
と
語
り
合
う

④�

基
礎
的
な
知
識
（
私
立
大
学
等
の
現
状
、

学
校
法
人
会
計
、
財
務
分
析
等
）
を
短
期

間
に
修
得
す
る

⑤
講
師
と
率
直
な
意
見
交
換
を
す
る

　

今
回
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
、「
学
校
法

人
の
中
長
期
経
営
計
画
の
作
成
」
を
テ
ー
マ

に
、
架
空
の
学
校
法
人
の
現
状
を
分
析
し
、

中
長
期
経
営
計
画
を
作
成
す
る
実
践
力
を
養

う
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
中
長
期
経
営
計

画
の
進
捗
や
学
生
数
や
財
務
等
の
現
状
を
基

に
、
学
校
法
人
の
経
営
者
側
の
視
点
に
立
っ

て
経
営
・
財
務
・
教
学
等
の
幅
広
い
知
識
を

活
用
し
た
多
角
的
考
察
を
行
い
、
根
拠
に
基

づ
い
た
次
期
中
長
期
経
営
計
画
を
作
成
し
ま

し
た
。
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
一
職

員
の
業
務
の
視
点
だ
け
に
捉
わ
れ
ず
、
大
学

が
永
続
的
に
教
育
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
広
い

視
野
で
経
営
方
針
を
立
て
る
こ
と
を
意
識
し

て
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
グ
ル
ー
プ
発
表
と
し
て
、
作

成
し
た
中
長
期
経
営
計
画
を
理
事
会
で
報
告

す
る
こ
と
を
想
定
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
下
、
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

・�

受
講
前
ま
で
は
大
学
の
経
営
的
な
部
分
に

関
心
を
寄
せ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
が
、

本
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
た
こ
と
で
、
無
関

心
は
罪
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

・�
自
分
の
無
知
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

�

大
学
の
基
礎
を
知
ら
ず
に
、
日
々
業
務
を

行
っ
て
い
た
と
思
う
と
少
し
怖
く
な
り
ま

し
た
。

・�

同
年
代
の
大
学
職
員
の
方
々
の
能
力
の
高

さ
に
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
が
参
加
者
に
と
っ
て
有
意
義

で
あ
り
、
職
員
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
機

会
と
な
っ
た
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。

　

本
事
業
団
で
は
、
来
年
度
に
お
い
て
も
引

き
続
き
職
員
の
能
力
開
発
に
貢
献
し
て
ま
い

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３
（
３
２
３
０
）
７
８
４
９
・
７
８
５
０

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

○○１日目

時間 内　容　等
13：00 ～ 開会
13：15 ～ 講演「私立大学等の現状について」� 私学経営情報センター職員
14：10 ～ 講演「学校法人会計基準」� 私学経営情報センター職員
15：05 ～ 講演「財務分析と経営計画」� 私学経営情報センター職員
16：10 ～ 講演「大学で働いているということ」

講師：井上　朋広氏（学校法人京都産業大学　管財部長）
19：30 ～ 終了

○○２日目

時間 内　容　等
 8：40 ～ グループワークⅠ（SWOT分析、発表）
12：50 ～ グループワークⅡ（中長期計画等の立案）
18：50 ～ グループワークⅢ（発表準備）
21：00 ～ 終了

○○３日目

時間 内　容　等
 8：40 ～ グループ発表
11：50 ～ 修了証書授与・表彰・講評
12：30 ～ 閉会

日程・場所：令和６年９月４日（水）～６日（金）大阪ガーデンパレス
　　　　　　令和６年10月23日（水）～25日（金）仙台ガーデンパレス
対象：�令和６年４月１日時点で、33歳以下かつ学校法人での経験年数が３年以上の

大学・短期大学又は高等専門学校職員
参加：大阪会場24名　仙台会場24名

◆私学スタッフセミナー（２泊３日合宿形式）

グループワーク（大阪会場）
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私
学
事
業
団
で
は
、
年
一
回
、
医
療
費
の

総
額
等
を
記
載
し
た「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
加
入
者
が
健
康

保
険
制
度
に
対
す
る
理
解
と
健
康
に
対
す
る

関
心
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
適

正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
確
定
申
告
の
際
に
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
添
付
書
類
と
し
て
使
用
で

き
ま
す
。

送
付
対
象
と
な
る
人

　

５
年
11
月
～
６
年
10
月
に
医
療
機
関
等
を

受
診
し
た
加
入
者
及
び
被
扶
養
者
で
、
６
年

12
月
20
日
現
在
で
加
入
者
又
は
被
扶
養
者
で

あ
る
人
（
任
意
継
続
加
入
者
を
含
み
ま
す
）

送
付
先
等

　
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
加
入
者
と
被

扶
養
者
分
を
併
せ
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

◆
加
入
者

　

親
展
扱
い
で
所
属
す
る
学
校
法
人
等
へ
送

付
し
ま
す
の
で
、
対
象
の
加
入
者
に
配
付
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
継
続
加
入
者

　

親
展
扱
い
で
届
け
出
住
所
宛
て
に
送
付
し

ま
す
。

◆
資
格
喪
失
者

　

６
年
12
月
20
日
（
対
象
者
の
抽
出
日
）
前

に
退
職
（
資
格
喪
失
）
し
た
元
加
入
者
及
び

任
意
継
続
加
入
者
の
分
は
、
本
人
か
ら
の
申

し
出
に
よ
り
自
宅
住
所
宛
て
に
送
付
し
ま
す

の
で
、「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
時
期

　

７
年
１
月
下
旬

確
定
申
告
に
使
用
す
る
際
の
留
意
点

◦	

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」は
６
年
12
月
ま
で

に
本
事
業
団
で
受
け
付
け
た
診
療
報
酬
明

細
書
（
５
年
11
月
～
６
年
10
月
診
療
分
）

を
基
に
作
成
し
て
い
ま
す
。
６
年
11
月
・

12
月
診
療
分
の
医
療
費
は
記
載
し
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
当
該
診
療
分
は
、
領
収
書
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦	

市
区
町
村
等
の
公
費
助
成
を
受
け
た
等
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て

い
る
金
額
と
実
際
に
支
払
っ
た
自
己
負
担

額
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確

定
申
告
の
際
は
、
領
収
書
を
使
用
し
て
実

際
に
負
担
し
た
額
に
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

◦	

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に
は
、
本
事
業

団
か
ら
給
付
し
た
高
額
療
養
費
や
一
部
負

担
金
払
戻
金
等
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、「
給
付
金
等
決
定
・
送
金
通

知
書
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◦	

療
養
費
、
柔
道
整
復
施
術
療
養
費
、
は	

り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
等
の
療
養
費
、

治
療
用
装
具
の
療
養
費
等
は
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

領
収
書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◦	

医
療
機
関
等
に
よ
る
診
療
報
酬
明
細
書
の

遅
れ
に
よ
り
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
に

反
映
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
領
収
書
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
を�

連
携
し
た
確
定
申
告

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
連
携

す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
控
除
に
使
用
可

能
な
医
療
費
通
知
情
報
が
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

経
由
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

案
内
に
沿
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
る
と
自

動
計
算
で
確
定
申
告
書
が
作
成
さ
れ
、
そ
の

ま
ま
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◦	

確
定
申
告（
医
療
費
控
除
）の
手
続
き
に
関

し
て
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は

お
近
く
の
税
務
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
分
の
確
定
申
告
に
使
用
で
き
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す

業
務
部
　
短
期
給
付
課

　

様
式
用
紙
等
は
、
一
部
を
除
き
私
学
共
済

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
様
式
用
紙
等
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
〕
か
ら
内
容
（
分
類
）
別
又
は
用
紙
名

（
50
音
順
）
で
検
索
し
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

な
い
用
紙
は
、「
様
式
用
紙
等
請
求
フ
ォ
ー

ム
DL
」
又
は
任
意
の
用
紙
に
①
学
校
名
②
学

校
記
号
番
号
③
郵
便
番
号
・
送
付
先
住
所
④

連
絡
先
電
話
番
号
⑤
担
当
者
名
⑥
用
紙
名

（
様
式
番
号
は
不
要
）
⑦
必
要
枚
数
を
明
記

し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
郵
送
で
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
様
式
用
紙
等
は
変
更
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
利
用
の
つ
ど
必
要
枚
数

を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
用
紙
等
の
請
求
方
法

広
報
相
談
セ
ン
タ
ー　

相
談
班

請　求　先 様式用紙等の
請求専用FAX番号

広報相談センター相談班 03（3813）1081

共
済
業
務
課

札幌ガーデンパレス 011（222）6311

仙台ガーデンパレス 022（299）6296

名古屋ガーデンパレス 052（957）1387

大阪ガーデンパレス 06（6393）9728

広島ガーデンパレス 082（262）1134

福岡ガーデンパレス 092（713）3581

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
７
０
２
）
０
５
７

　
　

７
年
２
月
３
日
～
３
月
31
日

　
　

平
日　

９
時
15
分
～
17
時
15
分

開設期間

DLマークが付いている用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等ダウンロード〕からダウンロードできます。
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資
格
関
係�

　
　
　

 　
　
　

業
務
部　

資
格
課

　
　
　
　

掛
金
課

資
格
喪
失
報
告
書
の
提
出

◦
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
は
「
資
格
喪
失

報
告
書
DL
」
を
退
職
日
か
ら
10
日
以
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
以
降
、

加
入
者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
又
は
資

格
確
認
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。「
資
格

喪
失
報
告
書
DL
」
に
加
入
者
証
や
加
入
者

被
扶
養
者
証
又
は
資
格
確
認
書
を
添
付
し

て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
等
で
添
付

で
き
な
い
場
合
は
「
資
格
確
認
書
返
納
不

能
届
DL
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
加
入

者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
場
合
も
こ

の
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
）。

◦
高
齢
受
給
者
証
や
限
度
額
適
用
認
定
証
等

の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
併
せ
て
返

納
し
て
く
だ
さ
い
。

注　

事
前
受
付
を
利
用
す
る
場
合
は
、
４
月

１
日
以
降
に
必
ず
回
収
し
て
返
納
し
て
く

だ
さ
い
。

退
職
時
の
手
続
き

　
　
―
資
格
・
短
期
給
付
・
年
金
等
給
付
・
貯
金
事
業
・
貸
付
事
業
―

◆
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
の
交
付

　

70
歳
未
満
の
加
入
者
に
は
、
資
格
喪
失
の

確
認
通
知
書
と
と
も
に
「
年
金
等
給
付
加
入

者
記
録
票
」
を
学
校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し

ま
す
。
将
来
年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要

な
加
入
者
等
記
号
・
番
号
や
加
入
者
期
間
を

記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
退
職
し
た
加
入
者

に
必
ず
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

注　

年
金
等
給
付
の
加
入
者
期
間
は
資
格
喪

失
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
で
す
。

◆
75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合

　

75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
も

「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
適
用
と
な
っ
て

い
る
特
定
教
職
員
等
は
、
年
金
等
給
付
・
短

期
給
付
と
も
に
私
学
共
済
制
度
の
適
用
か
ら

外
れ
て
お
り
掛
金
等
の
納
付
対
象
で
は
な
い

た
め
、
資
格
喪
失
の
報
告
漏
れ
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
加
入
を
希
望
す
る
と
き

◆
加
入
の
要
件

　

退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日
以

上
加
入
者
期
間
が
あ
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

　

た
だ
し
、
過
去
の
任
意
継
続
加
入
者
で

あ
っ
た
期
間
は
通
算
で
き
ま
せ
ん
。

◆
利
用
で
き
る
事
業

　

次
の
給
付
や
事
業
を
利
用
で
き
ま
す
。

◦
短
期
給
付
事
業

　

�

加
入
者
期
間
中
と
同
様
で
す
。
休
業
給
付

は
、
資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
や
出
産

手
当
金
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
場
合

（
９
頁
参
照
）
を
除
き
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

◦
福
祉
事
業

　

�

貸
付
け
と
積
立
貯
金
等
以
外
は
、
利
用
で

き
ま
す
。

注�　

年
金
等
給
付
は
継
続
加
入
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
60
歳
未
満
の
人
に
は
、
国
民
年
金

へ
の
加
入
手
続
き
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
継
続
加
入
者
に
な
れ
る
期
間

　

最
長
で
２
年
間
で
す
。
た
だ
し
、
75
歳
の

誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
た
め
、
２
年
の
満
了
前
で
も
自
動

的
に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
の
掛
金
額

　

退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
任
意
継
続

加
入
者
に
か
か
る
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額

（
令
和
７
年
度
は
38
万
円
）
の
う
ち
い
ず
れ

か
少
な
い
額
を
基
準
に
算
出
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
加
入
の
手
続
き

◦
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
書
DL
」
を
退
職

日
か
ら
20
日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
後
日
、「
任
意
継
続
掛
金
納
付
通
知
書
」、

「
任
意
継
続
加
入
者
の
し
お
り
」、「
口
座

振
替
依
頼
書
（
３
枚
組
）」
と
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」（
※
）
を
加
入
者
の
届

け
出
住
所
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
は

「
資
格
確
認
書
交
付
・
再
交
付　

資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
再
通
知　

高
齢
受
給
者
証

再
交
付
申
請
書
DL
」
に
よ
り
「
資
格
確
認

書
」
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
、
加
入
者
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し
等
）
を
忘

れ
ず
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
継
続
掛
金
の
納
付

◦
納
付
通
知
書
に
印
字
し
て
あ
る
期
限
ま
で

に
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）Ａ
Ｔ
Ｍ
又
は

窓
口
に
て
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

な
い
と
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
を
喪

失
又
は
資
格
取
得
が
取
り
消
し
に
な
り
ま
す
。

◦
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、「
口
座

振
替
依
頼
書
（
３
枚
組
）」
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
金
融
機
関
の
確
認
印
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
及
び
各
種
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
銀

行
は
確
認
印
が
不
要
で
す
）
を
受
け
て
私

学
事
業
団
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
口
座
振
替
が
開
始
と
な
る
月
は
、
手
続
き

完
了
後
に
送
付
す
る
「
任
意
継
続
掛
金
口

座
振
替
開
始
に
つ
い
て
（
連
絡
）」
に
記

載
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
開
始
月
ま
で

は
、
あ
ら
か
じ
め
送
付
し
た
納
付
通
知
書

で
の
納
付
が
必
要
で
す
。

注　
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
書
DL
」
に
あ

る
「
登
録
口
座
」
欄
は
記
入
必
須
項
目
で

す
。
給
付
金
等
の
受
取
先
に
な
り
ま
す
の

で
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
だ
け
で
な

く
、
す
べ
て
の
人
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
者
が
退
職
す
る
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。
貯
金
事
業
に
は
早
め
に
手

続
き
が
必
要
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
お
問
い
合
わ
せ
▼
採
用
時
・
退
職
時
の
手
続
き
▼
退
職
時
の
手
続

き
〕
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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業
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退
職
後
も
、
次
の
資
格
喪
失
後
の
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
他
の

健
康
保
険
制
度
（
国
民
健
康
保
険
を
除
き
ま

す
）
に
本
人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
資
格
喪
失

後
の
給
付
に
付
加
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注　

短
期
給
付
の
請
求
の
時
効
は
２
年
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
出
産
費

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
資
格
喪
失
後
６
か
月
以
内

に
出
産
し
た
場
合
、
次
の
①
又
は
②
の
と
お

り
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
資
格
喪
失
後
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失

後
の
出
産
費
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

②
資
格
喪
失
後
、
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合

は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族
出
産
育
児

一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共
済
制
度

の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る
か
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
請
求
手
続
き

◦�

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
場
合
は
、

「
私
学
事
業
団
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
る
権
利
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書
を

医
療
機
関
等
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

短
期
給
付
関
係　
業
務
部　
短
期
給
付
課

す
。
出
産
前
に
「
資
格
喪
失
後
出
産
費
の

受
給
資
格
証
明
書
発
行
依
頼
書
DL
」
で
証

明
書
の
発
行
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
、
引
き
続
き
養
育
す
る
場
合
は
、

出
産
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す
。
請
求
手
続
き

は
不
要
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
出
産
手
当
金

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
出
産
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場
合

②
在
職
中
に
出
産
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
給
付
額
以
上
の
報
酬

が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
場
合

注�　

在
職
中
に
休
業
（
欠
勤
）
せ
ず
勤
務
し

て
い
た
場
合
は
、
資
格
喪
失
後
の
出
産
手

当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
支
給
期
間

　

出
産
日
以
前
42
日
か
ら
出
産
日
後
56
日
ま

で
の
間
継
続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
請
求
手
続
き

　

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
必
ず
学
校

法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金

◆
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
お
り
、

退
職
後
も
労
働
能
力
が
回
復
せ
ず
療
養
し

て
い
る
場
合

②
在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
給
付
額
以
上
の
報
酬

が
支
払
わ
れ
た
た
め
傷
病
手
当
金
を
受
け

て
お
ら
ず
、
退
職
後
も
労
働
能
力
が
回
復

せ
ず
療
養
し
て
い
る
場
合

◆
支
給
期
間

◦
支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
１
年
６
か
月
を

限
度
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場

合
は
、
支
給
期
間
の
残
期
間
に
つ
い
て
継

続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
支
給
対
象
外

◦
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る
た
め
に

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
場
合
は
、
傷
病

手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◦
傷
病
手
当
金
と
同
一
の
傷
病
に
よ
る
障
害

給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）
及
び
老
齢
・

退
職
の
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
傷

病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

支
給
さ
れ
る
年
金
の
日
額
が
傷
病
手
当
金

の
日
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
が

傷
病
手
当
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
請
求
手
続
き

◦
加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
支
給
の
要
件
②
の
場
合
、
初
回
は
必
ず
学

校
法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の
埋
葬
料

◆
支
給
の
要
件

　

加
入
者
が
退
職
後
３
か
月
以
内
に
死
亡
し

た
場
合

◆
請
求
手
続
き

◦�

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を�

受
け
て
い
な
い
人
が
退
職
し
た
場
合

　

老
齢
・
退
職
の
年
金
（
新
３
階
年
金
を
除

き
ま
す
）
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
次
の
受

給
要
件
①
～
③
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
受
給
要
件

①�

生
年
月
日
に
応
じ
て
左
表
の
年
齢
に
達
し

て
い
る
こ
と

②�

公
的
年
金
制
度
の
保
険
料
納
付
済
期
間
、

国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
期
間
及
び
合
算

対
象
期
間
の
合
計
が
10
年
（
※
）
以
上
あ

　
年
金
等
給
付
関
係　
年
金
部 

年
金
第
一
課

表　支給開始年齢
生年月日 年齢

昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
� ～30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日
� ～32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日
� ～34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日
� ～36年4月1日 64歳

昭和36年4月2日以後 65歳
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共
済
業
務

る
こ
と

※�
受
給
資
格
期
間
は
、
平
成
29
年
8
月
に
原

則
25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

③�

65
歳
未
満
の
場
合
、
厚
生
年
金
被
保
険
者

期
間
（
私
学
共
済
・
一
般
厚
生
年
金
・
公

務
員
共
済
の
加
入
期
間
）
の
合
計
が
１
年

以
上
あ
る
こ
と
（
65
歳
以
上
の
場
合
、
こ

の
要
件
は
不
要
で
す
）

◆
請
求
手
続
き

　

在
職
中
に
支
給
開
始
年
齢
に
到
達
又
は
支

給
開
始
年
齢
到
達
後
に
加
入
者
期
間
が
１
年

以
上
に
な
っ
た
人
に
は
、
本
事
業
団
か
ら
学

校
法
人
等
宛
て
に
請
求
手
続
き
の
案
内
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
未
請
求
の
場
合
は
、
速
や

か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

昭
和
36
年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
の
人
で

支
給
開
始
年
齢
到
達
に
よ
り
年
金
の
受
給

権
が
発
生
す
る
場
合
は
、
支
給
開
始
年
齢

が
同
時
期
の
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
機
関

の
中
で
最
後
に
加
入
し
た
実
施
機
関
か

ら
、
受
給
権
発
生
の
３
か
月
前
に
請
求
手

続
き
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

注�

１　

外
国
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請

求
案
内
が
で
き
ま
せ
ん
。
請
求
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連

絡
す
る
よ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

２　

年
金
請
求
の
時
効
は
５
年
で
す
。
５

年
を
過
ぎ
る
と
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を�

受
け
て
い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

　

す
で
に
本
事
業
団
か
ら
老
齢
厚
生
年
金
の

決
定
を
受
け
て
い
る
た
め
、
退
職
に
よ
る
手

続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
金
額
は
資
格
喪
失

日
か
ら
１
か
月
経
過
後
に
自
動
的
に
改
定
し
、

本
人
宛
て
に
通
知
し
ま
す
。

◆
繰
下
げ
待
機
し
て
い
る
人

　

老
齢
厚
生
年
金
を
繰
下
げ
待
機
し
て
い
る

人
は
、
退
職
し
て
も
自
動
的
に
支
給
開
始
に

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
人
が
受
給
開
始
を
希
望
す
る
月
の
前
月

に
繰
下
げ
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
私
学
以
外
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
権
が
あ
る
場
合
は
、
す
べ
て
同
時
に
繰
下

げ
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
繰
下
げ
待
機
し
て
い
た
年
金
は
、
繰
下
げ

請
求
せ
ず
に
65
歳
の
時
点
に
遡
っ
て
請
求

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
繰

下
げ
に
よ
る
増
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

私
学
以
外
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
が

あ
る
場
合
は
、
す
べ
て
同
時
に
65
歳
時
点

に
遡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
繰
下
げ
請
求
と
65
歳
に
遡
っ
て
の
請
求
は
、

ど
ち
ら
も
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
手
続
き
の
対
象
で
す
。

◦
繰
下
げ
請
求
に
つ
い
て
ご
不
明
な
場
合
は

本
事
業
団
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
繰
下
げ
に
関
す
る
請
求
書
は
私
学

共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
様
式
用
紙
等
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
〕
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
70
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
、
実
際
に
退

職
し
た
人

　

資
格
喪
失
を
確
認
後
、
自
動
的
に
在
職
中

の
支
給
停
止
を
解
除
し
、
本
人
宛
て
に
通
知

し
ま
す
。

退
職
年
金
（
新
３
階
年
金
）
の
請
求

　

退
職
年
金
は
平
成
27
年
10
月
以
降
の
加
入

者
期
間
を
有
し
て
い
る
人
が
対
象
と
な
り
、

次
の
受
給
要
件
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当
し

た
と
き
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
受
給
要
件

①�

引
き
続
く
１
年
以
上
の
加
入
者
期
間
が
あ

る
こ
と
（
平
成
27
年
10
月
を
ま
た
い
で
１

年
以
上
引
き
続
く
期
間
も
含
み
ま
す
）

②�

65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
（
本
人
の
申
し
出

に
よ
り
、
60
歳
か
ら
繰
り
上
げ
る
こ
と
も

75
歳
〈
昭
和
27
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
は
70
歳
〉
ま
で
繰
り
下
げ
る
こ
と

も
で
き
ま
す
）

③�

退
職
し
て
い
る
こ
と
（
70
歳
み
な
し
退
職

を
含
み
ま
す
）

◆
請
求
手
続
き

　

受
給
要
件
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当
し
た

人
に
は
、
本
人
宛
て
に
請
求
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

注
１　

学
校
法
人
等
が
退
職
金
等
を
支
給
す

る
場
合
は
、退
職
金
等
の
「
源
泉
徴
収
票
」�

の
写
し
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

退
職
の
時
点
で
受
給
要
件
①
～
③
の
す
べ

て
を
満
た
さ
な
い
人
で
も
、
将
来
の
手
続

き
に
備
え
て
、退
職
金
等
の「
源
泉
徴
収
票
」

を
保
管
す
る
よ
う
に
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

２　

外
国
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請

求
案
内
が
で
き
ま
せ
ん
。
請
求
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連

絡
す
る
よ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
へ
の
届
け
出

　

退
職
後
、
自
営
業
、
パ
ー
ト
又
は
無
職
と

な
る
60
歳
未
満
の
加
入
者
や
被
扶
養
配
偶
者

は
、市
区
町
村
の
国
民
年
金
の
担
当
窓
口
で
国

民
年
金
の
種
別
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

積
立
貯
金
の
解
約

　

送
金
を
希
望
す
る
月
の
前
月
25
日
（
土
・

日
曜
日
又
は
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）

【
必
着
】ま
で
に
、学
校
法
人
等
を
通
し
て「
積

立
貯
金
払
戻
・
解
約
請
求
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
解
約
の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、

資
格
喪
失
後
は
預
り
金
と
な
り
、
利
息
は
付

き
ま
せ
ん
。
必
ず
解
約
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
任
意
継
続
加
入
者
と
な
る
場
合
で

も
継
続
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

注
１　

預
り
金
の
払
い
戻
し
請
求
の
時
効
は

10
年
で
す
。

注
２　

届
出
印
と
異
な
る
印
を
押
し
て
い
る

た
め
無
効
と
な
る
請
求
書
が
非
常
に
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
提
出
前
に
必
ず
印
が
届
出

印
と
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

注
３　

非
課
税
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、「
非
課
税
貯
蓄
廃
止
申
告
書
DL
」
を

併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
非
課
税

貯
蓄
廃
止
申
告
書
DL
」
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
入
が
必
要
で
す
。

　
貯
金
事
業
関
係　

�

福
祉
部 

貯
金
・
貸
付
課
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積
立
共
済
年
金
の
脱
退

　

退
職
す
る
月
の
前
月
25
日
（
退
職
（
脱
退
）

時
一
時
払
掛
金
を
払
込
む
場
合
は
前
々
月
25

日
）（
土
・
日
曜
日
又
は
祝
日
の
場
合
は
直

前
の
平
日
）【
必
着
】
ま
で
に
、
学
校
法
人

等
を
通
し
て
「
脱
退
申
出
書
」、「
給
付
金
請

求
書
」、「
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
申

告
書
類
」（
受
取
金
額
が
一
時
金
で
１
０
０

万
円
を
超
え
る
場
合
又
は
年
金
で
年
額
20
万

円
を
超
え
る
場
合
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

資
格
喪
失
後
も
脱
退
申
出
書
等
の
提
出
が

な
い
場
合
は
、
後
日
、
本
人
宛
て
に
未
提
出

で
あ
る
旨
を
通
知
し
ま
す
。
任
意
継
続
加
入

者
に
な
る
場
合
は
、
継
続
し
て
加
入
で
き
ま
す
。

注　

給
付
請
求
の
時
効
は
３
年
で
す
。

◆
給
付
コ
ー
ス
選
択

◦
年
齢
や
加
入
期
間
な
ど
の
条
件
（
受
給
資

格
）
を
満
た
し
た
人
が
退
職
し
た
場
合
は
、

年
金
・
一
時
金
・
医
療
保
険
の
各
コ
ー
ス

か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
年
金
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
場
合
は
10
年
を

限
度
と
し
て
年
単
位
で
受
給
開
始
時
期
を

繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
給
資

格
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
脱
退
一

時
金
で
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。

〔
例
１
〕
５
月
か
ら
年
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
25
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
等
を
提
出

（
退
職
〈
脱
退
〉
時
一
時
払
掛
金
の
払
い

込
み
を
申
し
込
む
場
合
は
、
１
月
24
日
が

申
し
出
の
締
め
切
り
で
す
）

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
選
択
し

た
コ
ー
ス
の
給
付
を
５
月
か
ら
開
始

〔
例
２
〕
脱
退
一
時
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
25
日
ま
で
に
脱
退
申
出
書
等
を
提
出

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
３
月
下

旬
に
積
立
残
高
を
加
入
者
の
口
座
へ
送
金

注　

終
身
保
険
コ
ー
ス
は
現
在
、
新
規
の
取

り
扱
い
を
停
止
し
て
い
ま
す
。

共
済
定
期
保
険
の
脱
退

◆
脱
退
の
手
続
き

　

３
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
、
そ
の
後
の
保

障
を
希
望
し
な
い
と
き
は
、
３
月
末
日
ま
で

に
学
校
法
人
等
を
通
し
て
「
退
職
脱
退
申
出

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
付
済
み
前
期
分
保
険
料
は
６
月

中
に
加
入
者
の
口
座
へ
返
金
し
ま
す
。
脱
退

の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
資
格
喪
失
後
も

９
月
ま
で
は
保
障
の
対
象
と
な
り
、
保
険
料

は
返
金
し
ま
せ
ん
。

◆
自
動
継
続

　

次
の
場
合
は
、
資
格
喪
失
後
も
10
月
以
降

の
保
障
が
継
続
し
ま
す
。

◦
任
意
継
続
加
入
者
と
な
る
場
合
は
、
引
き

続
き
加
入
で
き
ま
す
。
任
意
継
続
加
入
期

間
中
は
自
動
継
続
と
な
り
ま
す
。

◦
令
和
７
年
３
月
末
ま
で
に
退
職
等
又
は
任

意
継
続
の
脱
退
と
な
る
場
合
は
、
１
年
以

上
共
済
定
期
保
険
に
加
入
（
保
険
料
を
２

回
以
上
振
替
）
し
て
い
る
と
自
動
継
続
と

な
り
ま
す
。

注
１　

家
族
年
金
コ
ー
ス
及
び
医
療
保
障

コ
ー
ス
は
、
６
月
下
旬
に
配
当
金
を
送
金

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
配
当
金
は
登
録

の
個
人
口
座
に
送
金
し
ま
す
。
登
録
口
座

を
変
更
す
る
場
合
は
「
共
済
定
期
保
険
事

業
振
替
口
座
・
住
所
・
電
話
番
号
変
更
申

出
書
」
を
４
月
４
日
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

注
２　

２
年
以
上
加
入
し
て
い
る
人
は
、
退

職
後
に
別
途
個
人
保
険
の
「
退
職
後
保
障

プ
ラ
ン
」
に
加
入
で
き
ま
す
。
加
入
を
希

望
す
る
人
は
、
次
の
問
い
合
わ
せ
先
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

注
３　

給
付
請
求
の
時
効
は
３
年
で
す
。

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団
の�

ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

　

脱
退
の
手
続
き
は
次
の
問
い
合
わ
せ
先
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る
加
入
者
が
退
職

す
る
場
合
は
、
貸
付
金
残
額
の
全
額
を
償
還

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

資
格
喪
失
処
理
後
、
学
校
法
人
等
宛
て
に

即
時
償
還
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
事
前
に

資
金
の
都
合
が
つ
く
場
合
は
、
在
職
中
に
全

部
任
意
償
還
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
加
入

者
貸
付
▼
貸
付
金
の
償
還
方
法
〕
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
任
意
償
還
の
手
続
き

　

毎
月
15
日
【
必
着
】
ま
で
に
「
貸
付
金
任

意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
DL
」
を
提

出
す
る
と
、
そ
の
月
の
定
期
償
還
後
の
元
金

残
を
記
し
た
「
貸
付
金
任
意
償
還
通
知
書
」

と
「
払
込
取
扱
票
（
払
込
通
知
書
）」
を
学

校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
学
校

法
人
等
か
ら
償
還
金
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
任
意
償
還
の
場
合
、
退
職
金

等
の
支
払
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
償
還
期
限
ま

で
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
即
時
償
還
の
手
続
き

　

任
意
償
還
の
申
し
出
を
し
な
く
て
も
、
資

格
喪
失
処
理
後
、
自
動
的
に
即
時
償
還
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
資
格
喪
失
が
確
認
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
定
期
償
還
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
即
時
償
還
、
定
期
償
還
と
も
に

退
職
後
に
学
校
法
人
等
か
ら
払
い
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

学
校
法
人
等
が
退
職
金
等
を
支
給
す
る
場

合
は
、
住
宅
貸
付
の
他
、
一
般
貸
付
等
の
貸

付
償
還
金
も
退
職
金
等
か
ら
控
除
し
て
く
だ

さ
い
。
退
職
金
等
を
支
給
し
な
い
と
き
や
退

職
金
等
の
支
給
額
で
償
還
額
の
全
額
を
充
当

で
き
な
い
場
合
は
、
退
職
時
に
学
校
法
人
等

が
借
受
人
か
ら
償
還
金
（
定
期
償
還
金
と
即

時
償
還
金
の
合
計
）
を
預
か
っ
て
く
だ
さ
い
。

注�　

３
月
31
日
退
職
者
の
償
還
手
続
き
は
、

12
頁
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

共
済
定
期
保
険
専
用
ダ
イ
ヤ
ル�

☎
０
１
２
０
（
７
１
６
）
２
６
７�

平
日　

９
時
～
17
時
15
分

　

ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン
専
用
ダ
イ
ヤ
ル�

☎
０
１
２
０
（
８
４
４
）
０
２
２�

平
日　

９
時
～
17
時
15
分

　
貸
付
事
業
関
係　

�

福
祉
部 

貯
金
・
貸
付
課
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こ
れ
ま
で
、
私
学
事
業
団
の
宿
泊
施
設
を

利
用
す
る
際
は
、
加
入
者
証
・
加
入
者
被
扶

養
者
証
等
を
提
示
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し

た
が
、
加
入
者
証
等
の
廃
止
に
伴
い
、
今
後

は
次
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

「
加
入
者
証
（
※
１
）」
又
は
「
加
入
者
被

扶
養
者
証
（
※
１
）」

◦�

「
資
格
確
認
書
（
※
２
）」
又
は
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
（
※
３
）」

◦�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
登
録
し
た
健
康
保
険

証
の
画
面
（
保
存
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
画
面
又
は

印
刷
し
た
紙
媒
体
も
可
）

◦�

「
加
入
者
資
格
証
」（
丙
種
校
加
入
者
）

◦�

「
福
祉
施
設
等
利
用
証
」（
75
歳
以
上
等
の

特
定
教
職
員
）

◦�

「
年
金
者
福
祉
施
設
等
利
用
証
」

◦�

「
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
」

◦�

「
私
学
メ
ン
バ
ー
ズ
カ
ー
ド
」

※�

１　

加
入
者
証
等
の
経
過
措
置
終
了
（
７

年
12
月
１
日
）
ま
で
の
間
に
限
り
ま
す
。

※�

２　

加
入
者
証
等
の
廃
止
に
伴
い
、
加
入

者
証
等
に
代
わ
る
も
の
で
す
。

※�
３　

加
入
者
等
の
情
報
を
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
す
。

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
し
が

く
の
や
ど
▼
「
し
が
く
の
や
ど
」
に
つ
い
て

▼
し
が
く
の
や
ど
を
利
用
す
る
に
は
〕
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

仙
台
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
は
、
令
和
７
年

度
か
ら
の
宿
泊
・
集
会
部
門
に
注
力
し
た
営

業
形
態
へ
の
変
更
に
向
け
て
、
３
月
末
ま
で

会
館
内
部
の
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
６
階
か
ら
９
階
ま
で
の
全
宿
泊

室
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
す
が
、
工
事
期
間

中
も
共
済
業
務
課
や
一
部
の
宿
泊
室
は
通
常

ど
お
り
営
業
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
共
済
業
務
課
は
昨
年
11
月
に
６
階

か
ら
１
階
へ
移
転
し
ま
し
た
の
で
、
お
越
し

の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

仙
台
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
は
私
学
共
済
事
業

の
東
北
エ
リ
ア
に
お
け
る
拠
点
と
し
て
、
私

学
の
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
引
き
続
き

取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

施
設
部　

管
理
課

加
入
者
証
等
廃
止
後
の
宿
泊
施
設
を

利
用
す
る
際
の
提
示
書
類

施
設
部　

管
理
課

仙
台
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
知
ら
せ

３月31日退職者の償還手続き（２日貸付の場合）

手続時期 提出書類 最終定期償還月 償還期限日 経過利息

任�

意�

償�

還

３月15日締め切り（必着） 貸付金任意償還・団信
制度脱退申出書DL

３月�最終定期償還 ４月１日 なし

即 

時 

償 

還

事前受付での資格喪失処理 資格喪失報告書DL
３月�最終定期償還
（４/１�即時償還通知書交付）

５月１日 １か月分

５月30日 ２か月分

退職後の資格喪失処理 資格喪失報告書DL
４月�最終定期償還
（４/15�即時償還通知書交付）

５月１日 なし

６月１日 １か月分

６月13日 ２か月分

注１　	住宅貸付の団信制度は、最終定期償還月まで保障が適用されるため、保険料充当金の支払いも最終定期償還月まで必要です。
注２　	償還期限日は貸付けの応当日の前日ですが、土・日曜日又は祝日の場合は直後の平日に繰り下がります。
注３　	経過利息の計算式は、「最終定期償還月の元金残×利息（令和７年１月１日現在の年利1.26％）÷12月×利息○か月分」（円未満

切上げ）です。住宅貸付で半年払償還を併用している場合は、１月と７月の任意償還を除き、直近の１月又は７月の翌月から最
終定期償還月までの経過利息が加算されます。

注４　	貸付金任意償還申出書の提出期限は毎月15日【必着】ですが、土・日曜日又は祝日の場合は直前の平日に繰り上がります。
注５　	即時償還の通知は、４月になってからの送付となります。
注６　	即時償還の最終の払込期限日（償還期限日）を過ぎると、１日当たり0.03％の延滞金が課せられます（償還通知書の交付日から

60日後が最終の償還期限日です）。

リニューアル工事後の和洋室（イメージ）
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令
和
５
年
度
の
実
施
結
果

　

５
年
度
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
結
果

は
、
表
１
、
２
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

◆
特
定
健
康
診
査
実
施
率

　

加
入
者
及
び
被
扶
養
者
等
の
合
計

　

73
・
１
％

　

４
年
度
に
比
べ
、
０
・
９
ポ
イ
ン
ト
増
加

し
ま
し
た
。

◆
特
定
保
健
指
導
実
施
率

　

加
入
者
及
び
被
扶
養
者
等
の
合
計

　

６
・
６
％

　

４
年
度
に
比
べ
、
０
・
８
ポ
イ
ン
ト
減
少

し
ま
し
た
。

　

特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
は
増
加
傾
向
で

す
が
、
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
は
低
下
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
受
診

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
を
提
出
し
た
加
入

者
・
被
扶
養
者
等
に
対
し
て
、
提
出
デ
ー
タ

に
基
づ
く
健
康
情
報
提
供
通
知
を
登
録
住
所

宛
て
に
送
付
し
、
特
定
保
健
指
導
が
必
要
と

判
定
さ
れ
た
人
に
は
「
特
定
保
健
指
導
利
用

券
」
を
同
封
し
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
利
用
券

で
、
専
門
家
か
ら
の
保
健
指
導
を
無
料
で
受

け
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
学
校
法
人
等
に
も
お
知
ら
せ

し
ま
す
の
で
、
対
象
者
の
健
康
改
善
の
き
っ

か
け
と
な
る
よ
う
、
特
定
保
健
指
導
の
利
用

を
奨
励
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
特
定
健
診
等�

結
果
デ
ー
タ
提
出
の
お
願
い

　

６
年
度
の
定
期
健
康
診
断
が
終
了
し
て
い

る
学
校
法
人
等
は
、
速
や
か
に
健
診
結
果

デ
ー
タ
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
登
録
か
ら
情
報
提
供

通
知
の
送
付
ま
で
に
は
２
～
３
か
月
か
か
る

た
め
、
提
出
が
遅
く
な
る
と
利
用
券
を
有
効

期
限
内
に
送
付
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
高

ま
り
ま
す
。
健
診
結
果
デ
ー
タ
は
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
提
出
が
可
能
と
な
っ

た
分
か
ら
順
次
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
電
子
媒
体
で
提
出
す
る
場
合
、
紙

媒
体
よ
り
も
処
理
が
早
く
、
優
先
的
に
利
用

券
等
を
送
付
で
き
ま
す
。

　

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事

業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
特
定
健
康
診

査
・
特
定
保
健
指
導
▼
特
定
健
診
に
関
す
る

事
務
手
続
き
▼
特
定
健
診
提
出
用
デ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
ツ
ー
ル
〕
に
、
提
出
用
の
健
診
結

果
デ
ー
タ
を
簡
単
に
作
成
で
き
る
ツ
ー
ル
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
不
備
項
目
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　

さ
ら
に
、
提
出
用
の
健
診
結
果
デ
ー
タ
を

暗
号
化
で
き
る
ツ
ー
ル
も
併
せ
て
掲
載
し
て

い
ま
す
。
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
当

ツ
ー
ル
で
暗
号
化
し
た
デ
ー
タ
の
ご
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

６
年
度
健
診
よ
り
報
告
内
容
が
変
更
と

な
っ
て
い
ま
す
。
提
出
の
際
は
、
本
年
度
の

項
目
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
か
確
認
の
う
え
、

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
結
果

及
び
令
和
６
年
度
結
果
デ
ー
タ
提
出
の
お
願
い

福
祉
部
　
保
健
課

令和５年度　特定健康診査等の実施結果

表２　特定保健指導� （単位：人）

区　　分 （ア）加入者 （イ）被扶養者等
（※1）

合　計
（ア＋イ）

健診実施者数（※2）
Ａ 評価対象者数 283,952 35,801 319,753

対
　
象
　
者

Ｂ 動機づけ支援

（B/A）

26,792 2,097 28,889

（9.4%） （5.9%） （9.0%）

Ｃ 積極的支援

（C/A）

20,647 652 21,299

（7.3%） （1.8%） （6.7%）

終
　
了
　
者

Ｄ 動機づけ支援
終了者数
（D/B）

2,005 186 2,191

（7.5%） （8.9%） （7.6%）

Ｅ 積極的支援
終了者数
（E/C）

1,082 41 1,123

（5.2%） （6.3%） （5.3%）

実施率

〈（D+E）/（B+C）〉

3,087 227 3,314

（6.5%） （8.3%） （6.6%）

目 
標 
等

実施率目標 30.0% 30.0% 30.0%

目　標　差 △23.5% △21.7% △23.4%

※1　任意継続加入者は、被扶養者等に含みます。
※2　 健診実施者には、すべての健診項目の受診はできなかったものの階層化

（保健指導判定）が可能な対象者を含みます。

表１　特定健康診査� （単位：人）

区　　分 （ア）加入者 （イ）被扶養者等
（※1）

合　計
（ア＋イ）

Ａ 対象者数 341,491 95,657 437,148

Ｂ 実施者数 283,929 35,792 319,721

実　施　率
（Ｂ/Ａ） 83.1% 37.4% 73.1%

実施率目標 93% 60% 85%

目　標　差 △9.9% △22.6% △11.9%



１　住宅貸付の借受人
　令和６年に住宅貸付を借り受けた人や、６年中に自己
の居住の用に供した人の住宅取得資金にかかる借入金の
年末残高証明書を、１月中旬に学校法人等宛てに送付し
ます。残高証明書は、確定申告により住宅借入金等特別
控除を受けるために必要となります。
　ただし、残高証明書は「工事等完了届（様式第８号）」
の提出がないと発行できませんので、未提出の場合は速
やかに提出してください。
　なお、５年以前から住宅貸付を借り受け、自己の居住
の用に供していた人の残高証明書は、年末調整用として
６年10月中旬に学校法人等宛てに送付しています。
　また、年末調整用の残高証明書を発行した後に任意償
還等により年末残高や償還回数に異動が生じた人には、
異動後の残高証明書を１月中旬に学校法人等宛てに送付
します。� 【福祉部　貯金・貸付課】
２　任意継続加入者
　６年10月18日までに任意継続掛金の納付が確認された
人には、「令和６年分任意継続掛金納付証明書」を10月
29日に送付しました。10月19日以降に初めて掛金の納付
が確認された人には、１月下旬に送付します。
� 【業務部　掛金課】
３　年金受給権者
　老齢・退職の年金は所得税法上、課税の対象となりま
す。これらの年金を受給している人には、「令和６年分
公的年金等の源泉徴収票」を年金者向広報「共済だより」
第81号に同封して１月中旬に送付します。なお、在職中
等の理由で６年中に年金の支払いがなかった人には源泉
徴収票は送付しません。� 【年金部　年金第二課】

　団体信用生命保険は、住宅貸付を借り受けている加入
者が償還中に死亡又は高度障害になった場合、生命保険
会社が本人に代わって貸付金残高を支払う制度（任意加
入）です。ご家族の生活の安定を図るために、住宅貸付
を申し込む際にはぜひ加入してください。
� 【福祉部　貯金・貸付課】

確定申告用の書類を送付します

住宅貸付の申し込みの際には
団体信用生命保険の加入をお勧めします

　令和６年７月〜12月に学校法人等へ送金した短期給付
金等の内容を記載した「給付金等送金記録のお知らせ」
を、１月下旬に加入者住所宛てに送付します。
� 【業務部　短期給付課】

　学校法人等を退職するときに、加入者本人が行う私学
共済制度や他の社会保険制度の手続き及び退職後の給付
についてご案内している「退職者向けリーフレット」を
本誌に同封しています。退職を予定している加入者への
説明等に活用してください。
　「退職者向けリーフレット」は私学共済ホームページ
〔私学共済事業のご案内▶お問い合せ▶採用時・退職時
の手続き▶退職時の手続き〕からダウンロードできます。

【広報相談センター　広報班】

「給付金等送金記録のお知らせ」を
送付します

「退職者向けリーフレット」の送付

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

６日（月）
掛金等 �11月調定納期限
貸付 �送金
貸付 �12月分定期償還期限

10日（金） 貯金 �払込期限（必着）

15日（水） 貸付 �２月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り

20日（月） 貯金 �送金

22日（水） 貸付 �送金

24日（金）
貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り
共済定期保険 �口座・住所変更申出締め切り

28日（火）
掛金等 �12月調定口座振替（自振校のみ）
貸付 �１月分定期償還口座振替（自振校のみ）

31日（金）
掛金等 �12月調定納期限
特健 �特定健康診査の健診結果データ提出期限（第２回目）
貸付 �２月25日送金申込締め切り

月の共済業務スケジュール1

３日（月） 貸付 �送金

６日（木） 貸付 �１月分定期償還期限

10日（月） 貯金 �払込期限（必着）

14日（金） 貸付 �３月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール2

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.pmac.shigaku.go.jp/（私学共済ホームページ）
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　私学事業団では平成30年度より、私立学校の教育改革
及び経営改善に向けた支援として、事例集をホームペー
ジで紹介しています。
　特色ある教育や経営を行う私立学校の実例をコンパク
トにまとめていますので、各学校法人で改革を実施する
際の参考としてご活用ください。

私学事業団ホームページ〔助成業務のご案内▶経営支援・
情報提供▶特色ある教育・経営の取組みを行う私立学校
の事例集〕
� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　 ☎03（3230）7849～7851・7855
　　　　　　　　　 Eメール　center@shigaku.go.jp

　令和６年度学校法人基礎調査にご協力いただいた大
学・短期大学・高等専門学校を設置する学校法人に、
令和６年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」
（CD-ROM）を12月末に送付しました。
　財務分析など学校経営の参考としてご活用ください。
� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　 ☎03（3230）7846～7848
　　　　　　　　　 Eメール　center@shigaku.go.jp

　私学振興事業本部１階の「私学情報資料室」では、大
学・短期大学法人の規程集などを学校法人のご協力によ
り収集し、経営相談業務に活用させていただいています。
　また、各学校法人の相互利用の観点から、規程の改正
などの参考として学校法人の役職員は閲覧できますの
で、ご活用ください。
　　　　　� 【私学経営情報センター　私学情報室】
� ☎03（3230）7846～7848　　　　
　　　� Ｅメール　center@shigaku.go.jp

「特色ある教育・経営の取組みを行う
私立学校の事例集」をご活用ください

令和６年度版「今日の私学財政（大学・
短期大学編）」を送付しました

「私学情報資料室」のご案内

　私学事業団では、私立学校の寄付金募集に関する情報
を紹介するポータルサイトを設置しています（私学事業
団ホームページ〔私立学校寄付金ポータルサイト〕）。
●私立学校寄付金ポータルサイトの特長
　①�受配者指定寄付金の利用の有無にかかわらず、すべ

ての私立学校が情報を掲載できます。
　②�学校のホームページとリンクできます。
　③�掲載費用は無料です。また、インターネットに関す

る技術や知識も必要ありません。
　④�寄付者が学校の特色等から寄付先を選択できるよ

う、フリーワードによる検索機能があります。
　⑤�寄付金の使い道や学校所在地など、寄付者の視点で

私立学校を検索できます。
●私立学校寄付金ポータルサイトへの掲載方法
　大学から小学校を設置する学校法人については、本事
業団の電子窓口から掲載依頼が可能です。電子窓口の電
子ファイル一覧（寄付金課▶私立学校寄付金ポータルサ
イト）内にある「私立学校寄付金ポータルサイトのご案
内」を確認してください。提出後２〜３日程度で掲載手
続きが完了します。

　幼稚園や専修学校のみを設
置する学校法人については、
個別に対応します。詳細は、
寄付金課までお問い合わせく
ださい。
【助成部　寄付金課】
☎03（3230）7317・7318
Ｅメール　
kifukin@shigaku.go.jp

私立学校寄付金ポータルサイトのご案内

私学振興事業本部
〒102 - 8145
東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

委員就退任のお知らせ
◆共済運営委員会委員
　令和６年９月30日付
　　退　　任� 高　岡　　淳

　令和６年12月１日付
　　新　　任� 渡　部　　修
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校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？
旧耐震基準で建設された校舎・園舎の建て替え事業（耐
震改築）や、防災（耐震）機能強化の補助金対象となっ
た改修事業（耐震改修）に、私学事業団の融資をご利用
いただくと、一定の要件を満たした場合、国の利子助成
が受けられます。
利子助成は二つのパターンがあります。

耐震化以外の校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器
備品の購入なども融資の対象となります。施設設備の整
備計画の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

※�事業を行う学校の種類や事業内容等により、利子助成の対象になるか、
またどちらのパターンになるかが決まります。

※�融資金利が0.5％以下の場合、パターン①の４年目以降、パターン②の
全借入期間の利子助成は行われません。

※�利子助成率の上限は大学等2.1％、高校・幼稚園等1.6％、専門学校・各種�
学校は0.5％です。

■主な事業と融資金利（令和６年12月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％ 年％ 年％ 年％

2.20 1.70 1.20 1.10
寄宿舎などの
建築・用地取得 2.30 1.80 1.30 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 1.20

（5.5年以内）

1.00
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、原則として融資契約額が10億円�
以上の場合にご利用いただけます。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

問い合わせ先（私学振興事業本部）

融資部融資課　☎03（3230）7862～7864、7866～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

天然温泉付き　とくとくプラン

１泊２食（２名１室／１名様）� 12,800円〜
１泊２食（１名１室／１名様）� 13,900円〜
取扱期間：通年（年末年始を除きます）
※万博期間中は食事をグレードアップさせた「万福プラン」もあります。
　詳しくは大阪ガーデンパレスのフロントにお問い合わせください。

１泊２食（１名様）平日� 12,700円〜
土曜・祝前日・繁忙期� 13,200円〜

取扱期間：通年（年末年始を除きます）
※和食会席コースのお刺身を贅沢にした「お刺身コース」もあります。
　詳しくは敷島館にお問い合わせください。

和食会席コース

夕食（イメージ）　

夕食（イメージ）　

夕食は旬の食材を吟味した和食会席で、人気の宿泊プランです。
夕食の後は源泉掛け流しの温泉入浴をお楽しみください。

〒532-0004　大阪市淀川区西宮原1-3-35　☎06（6396）6211（代表）
JR「新大阪」駅（北口）から徒歩10分。大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅②号出入口階段を経由して高架
下から無料シャトルバス（始発7:05 ～最終23:05）で３分　https://www.hotelgp-osaka.com/

大阪ガーデンパレス向かいの「天然温泉ひなたの湯」の入浴券と
夕食、朝食（和洋バイキング）が付いたお得な宿泊プランです。

湯河原　 敷
しき

　島
しま

　館
かん 〒259-0314　神奈川県足柄下郡湯河原町宮上745　☎0465（63）3755

JR「湯河原」駅から「奥湯河原」行きバスで15分「美術館前」下車、すぐ前

詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm融資事業のご案内融資事業のご案内

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内 私学共済ホームページから
宿泊予約ができます。




